
 
 

橘公園における Park-PFI 事業『                   』で 

２周年記念イベント「たちばなフェス」を開催します！ 

川崎市高津区の橘公園において、都市公園法に基づく Park-PFI 制度を活用し、レンタルスペース

やカフェスタンドなどを備えた地域の交流拠点として運営する【TACHIBANA HUT（たちばなハッ

ト）】が令和８年６月１日にオープン２周年を迎えました。 

これに伴い、6 月 13（土）・14 日（日）に２周年記念イベント「たちばなフェス～2nd anniversary～」

を開催します。今回はステージを用いたパフォーマンス、スタンプラリーもあり、子どもから大人まで

楽しめるイベントになっています。 

また、併せて橘公園でのこれまでの主な取組と施設等も御報告します。 

 

１ たちばなフェス～2nd anniversary～について 

【日時】 令和 8 年 6 月 13 日(土)・14 日(日) 11 時～17 時  

【会場】 橘公園（川崎市高津区子母口５６５） 

TACHIBANA HUT 前「集いの広場」および 

     グラウンド「自由広場」周辺 

【参加費】無料（キッチンカー、物販、ワークショップ等は有料） 

【内容（予定）】  

 ●キッチンカーが出店！ 

●マルシェやワークショップなどもあります！ 

 ●ステージには地域の団体が出演！ 

 ●スタンプラリーも楽しめます！ 

詳細はホームページを御覧ください。 https://www.tachibana-hut.jp/event/ 

 

 

 

 

 

2 これまでの主な取組 

橘公園では、運営事業者である合同会社ピークスタジオ一級建築士事務所により、次の取組を展

開し、公園の利便性向上や地域コミュニティの活性化を図ってきました。 

 

 

 

 

 

 

   

令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 

報 道 発 表 資 料 
川崎市（建設緑政局） 

ホームページ 

レンタルスペースを活用した 

イベント・ワークショップ・展示等 

カフェスタンドやキッチンカー 

によるにぎわい創出 

コミュニティファームを活用した 

体験・環境学習の場づくり 

コワーキングスペースの運営による 

「働く場」を通じた交流創出 

地域団体・事業者と連携した 

イベント企画や清掃活動など 

 

https://www.tachibana-hut.jp/event/


【具体的な取組み事例】 

①地域連携 防災訓練 

明津
あ く つ

町内会・蟹ヶ谷自治会の防災訓練と連携。災害時対応のトイレを 

展示、非常食の実食、水消火器の訓練、AED 講習、三角巾の使用方法の

説明などが実施されました。 

 

②花植えワークショップ 

廃棄予定となった花々を受け入れ、橘公園入り口付近の斜面花壇へ近

隣の方と花を植えました。 

 

③グリーンアップサイクル 

不要になった古着や古布を回収し、新たな素材へとアップサイクルする

取り組みを行いました。生まれ変わった生地は、TACHIBANAHUT 内

の小上がりベンチやいすの座面に貼られています。 

 

④屋外ベンチの増設、植栽による滞在空間の整備 

屋外空間の休憩スペースとして、ベンチの増設、植栽帯設置による滞在

空間の整備を行いました。 

 

 

３ 利用できる施設・参加できる仕組み 

（１）利用できる施設（有料） 

✓ レンタルスペース 

（イベント・展示・ワークショップ利用） 

✓ レンタルキッチン 

✓ 会議室（１室） 

✓ POP UP SHOP 

✓ コワーキングスペース（２階） 

【施設の利用方法について】 

施設の詳細やレンタルスペースの予約方法、イベント情報などについては、 

以下の専用ホームページにて公開しています。   

https://www.tachibana-hut.jp 

 

（２）公園運営・活用に参加できる仕組み 

✓ 情報共有・コミュニティ形成のための LINE オープンチャット等の活用 

✓ イベント等企画への参画 ※「イベントを実施したい」等の相談にも対応可能 

 
（参考）Park-PFI 制度による公園の利便性向上について 

  Park-PFI 制度とは、公募により選定された事業者が、公園利用者の利便向上に資する収益を生む公園施設を設置

し、当該施設から生じる収益を活用して、トイレなどの公園施設を一体的に整備・改修等を行うものです。橘公園ではれ

レンタルスペースやカフェの設置のほか、園内の既存トイレについても和式便器を洋式便器へ変更、オストメイト対応ト

イレやおむつ替え台を設置し、高齢者、障害者等だれもが利用しやすい、バリアフリートイレへと改修しました。 

 ※視察を希望される方は、問合せ先まで御連絡ください。 

 
【事業全般に関すること】 

川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川事業推進課 坂 

電話 044-200-0510（内線：39901） 

【施設に関すること】 

合同会社ピークスタジオ一級建築士事務所 藤木、佐屋 

電話 044-820-6115 

専用 HP 

https://www.tachibana-hut.jp

